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保険料

医療費（保険給付費）

130

125

120

115

110

105

100

95

90

医
療
費（
単
位
：
億
円
）

保
険
料（
単
位
：
億
円
）

平成20年度 21年度 22年度 23年度
（見込み）

290
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270

260

250

240

230

　
高
齢
化
の
進
展
や
医
療
技
術
の
高
度
化
な
ど
に
伴
い
医

療
費
の
増
加
が
続
い
て
お
り
、
国
民
健
康
保
険
を
取
り
巻

く
状
況
は
大
変
厳
し
く
な
っ
て
い
ま
す
＝
下
グ
ラ
フ
参
照
。

　
本
市
で
は
、
平
成
　
年
度
も
一
般
会
計
か
ら
通
常
行
わ

２４

れ
る
繰
り
入
れ
の
ほ
か
、
保
険
料
の
抑
制
や
減
免
制
度
の

拡
充
の
た
め
、
昨
年
度
ま
で
の
２
億
５
千
万
円
か
ら
大
幅

に
増
額
し
、
　
億
円
を
繰
り
入
れ
ま
す
が
、
保
険
料
率
を

１０

引
き
上
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　国民健康保険は、職場の健康保険などに加入
していない人を対象にした公的医療保険で、加
入者である被保険者の皆さんが納める保険料や
国・県の補助金、市の繰入金などによって運営
されています。
　このたび、平成２４年度の保険料率が決まり
ましたのでお知らせします。

　市は、保険料の算定方法な
どの質問や納付方法の相談の
ため「国民健康保険料ご質問
コーナー」を設けます。
【日程・会場】６月２０ 日（水）
～２８日（木）の午前９時～午後
５時に市役所本庁舎２階２５２
会議室　※土・日曜は除く

平成２４年度保険料の計算方法
カッコ内は２３年度の数値

①～③を合わせて徴収します

限度額７７万円

基準総所得金額は総所得金額等から基礎控除（３３万円）を差し
引いたもの。以下の所得以外もあれば合算されます

＜※１＞

世帯の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することによって、
国民健康保険の被保険者が１人になった世帯については、最大
５年、平等割額の保険料が半額になります。ただし、世帯構成
が変更になった場合は見直すことがあります

＜※３＞

介護納付金分の保険料は、40歳～64歳の介護保険第２号被保
険者がいる世帯のみに賦課します

＜※２＞

猿給与所得の場合
　基準総所得金額　＝

猿年金所得の場合
　基準総所得金額　＝

猿事業所得の場合
　基準総所得金額　＝

給与収入－給与所得控除

事業収入－必要経費

年金収入－公的年金控除

基礎控除（３３万円）

　※複数の所得（給
与・年金など）の場
合も基礎控除は３３
万円です

総所得金額等

券
犬
鹸

12万円
（10万円）

14万円
（13万円）

５1万円
（50万円）

限
度
額

１世帯につき

＜

※
3＞

平
等
割
額 なし6000円

（5760円）
2万880円
（2万640円）

被保険者１人につき均
等
割
額

1万2360円
（1万1400円）

8040円
（7920円）

2万7720円
（2万7360円）

③介護納付金分〈※2〉②後期高齢者支援金分①医療給付費分区
分

平成２3年中の基準総所得金額〈※1〉×○．○％所
得
割
額

2.1％
（2.0％）

2.2％
（2.2％）

6.9％
（6.8％）

＋

＋

　
平
成
　
年
度
の
保
険
料
は
、
①
医

２４

療
給
付
費
分
、
②
後
期
高
齢
者
支
援

金
分
お
よ
び
③
介
護
納
付
金
分
の
３

つ
を
合
わ
せ
た
も
の
で
す
。

　
①
医
療
給
付
費
分
…
所
得
割
額
が

６
・
９
％
、
均
等
割
額
が
２
万
７
７

２
０
円
、
平
等
割
額
が
２
万
８
８
０

円
に
な
り
ま
す
。

　
②
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
…
所
得

割
額
が
２
・
２
％
、
均
等
割
額
が
８

０
４
０
円
、
平
等
割
額
が
６
０
０
０

円
に
な
り
ま
す
。

　
③
介
護
納
付
金
分
…
所
得
割
額
が

２
・
１
％
、
均
等
割
額
が
１
万
２
３

６
０
円
に
な
り
ま
す
。

　
世
帯
の
保
険
料
は
所
得
の
多
寡
に

よ
り
異
な
り
ま
す
が
、
受
け
ら
れ
る

保
険
給
付
な
ど
に
違
い
は
あ
り
ま
せ

ん
。
受
益
と
負
担
の
公
平
を
図
る
観

点
か
ら
一
部
の
高
所
得
層
に
保
険
料

負
担
が
偏
ら
な
い
よ
う
、
国
の
基
準

な
ど
に
基
づ
き
保
険
料
の
賦
課
限
度

額
（
最
高
限
度
額
）
を
決
定
し
て
い

ま
す
。

　
本
市
で
は
、
今
回
、
医
療
給
付
費

分
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
お
よ
び

介
護
納
付
金
分
の
賦
課
限
度
額
を
、

国
基
準
と
同
額
に
改
定
し
ま
し
た
。

改
定
後
の
限
度
額
は
、
医
療
給
付
費

分
は
　
万
円
、
後
期
高
齢
者
支
援
金

５１

分
は
　
万
円
、
介
護
納
付
金
分
は
　

１４

１２

万
円
に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
賦
課
限
度
額
に
達
し
て

い
た
世
帯
の
一
部
で
は
、
保
険
料
が

最
高
で
４
万
円
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す

が
、
中
・
低
所
得
世
帯
に
つ
い
て

は
、
保
険
料
の
引
き
上
げ
を
抑
制
す

る
効
果
が
生
じ
ま
す
。

　
新
し
い
保
険
料
率
に
基
づ
い
て
決

定
し
た
平
成
　
年
度
の
保
険
料
通
知

２４

書
は
、
６
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　
な
お
、
保
険
料
の
計
算
方
法
は
、

左
表
の
と
お
り
で
す
。
ま
た
保
険
料

の
軽
減
や
減
免
に
つ
い
て
は
下
の
記

事
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
軽
減
・
減
免
に
つ
い
て

　
所
得
が
少
な
い
な
ど
の
理
由
に
よ

り
、
保
険
料
が
軽
減
・
減
免
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

の
所
得
は
対
象
外
）
を
１
０
０
分
の

　
に
し
て
保
険
料
の
所
得
割
額
を
算

３０出
す
る
ほ
か
、
高
額
療
養
費
の
所
得

区
分
に
つ
い
て
も
給
与
所
得
を
１
０

０
分
の
　
に
し
て
判
定
し
ま
す
。

３０

　
非
自
発
的
失
業
者
に
か
か
る
軽
減

は
、
申
請
が
必
要
で
す
。
雇
用
保
険

受
給
資
格
者
証
と
印
鑑
を
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
軽
減
に
つ
い
て

　
平
成
　
年
中
の
合
計
所
得
金
額
の

２３

世
帯
合
計
が
下
表
の
基
準
額
よ
り
少

な
い
世
帯
は
、
保
険
料
の
う
ち
均
等

割
額
と
平
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
の
所
得

の
合
計
は
、
保
険
料
決
定
の
た
め
の

基
準
総
所
得
金
額
と
異
な
り
ま
す
。

な
お
、
軽
減
は
該
当
世
帯
に
自
動
的

に
適
用
さ
れ
、
申
請
は
不
要
で
す
。

２割軽減５割軽減７割軽減

68万円以下―33万円以下１人
103万円以下57万5000円以下33万円以下２人
138万円以下82万円以下33万円以下３人
173万円以下106万5000円以下33万円以下４人

非
自
発
的
失
業
者
へ
の
軽
減

　
災
害
・
失
業
・
低
所
得
な
ど
の
理

由
に
よ
り
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
と
き
は
、
申
請
を
す
る
と

保
険
料
の
所
得
割
額
が
減
免
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
減
免
事
由
は
左

表
の
と
お
り
で
す
。

　
怯
東
日
本
大
震
災
被
災
者
に
係
る

減
免
　
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
災

し
た
人
に
係
る
保
険
料
に
つ
い
て
、

減
免
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
被

災
証
明
書
と
印
鑑
を
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。
被
災
証
明
書
が
な
い
場
合

は
、
申
立
書
で
申
請
で
き
ま
す

保
険
料
の
減
免
に
つ
い
て

　
対
象
は
倒
産
・
解
雇
な
ど
の
理
由

で
離
職
さ
れ
、
雇
用
保
険
の
「
特
定

受
給
資
格
者
」
か
「
特
定
理
由
離
職

者
」
と
さ
れ
た
　
歳
未
満
の
人
で

６５

す
。
軽
減
期
間
は
離
職
の
翌
日
か
ら

翌
年
度
末
ま
で
で
す
。

　
前
年
給
与
所
得
（
給
与
所
得
以
外

宛 姐鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵

申請手続きに必要なもの
（印鑑は全てに必要）保険料の減免が受けられる場合

消防署・警察署などが発行する被災程
度の確認ができる証明書およびその
他必要な書類

災害または盗難により資産の３割
以上の損失があったときA

以下のうちのいずれか１点

▼雇用保険受給資格者証

▼廃業届（税務署提出の控え）

▼地区民生委員の現在無職であるこ
との状況確認書　など

平成２3年中の合計所得金額が
1000万円以下（勤労所得あり）で、
引き続き１カ月以上の失業または
休廃業により生活が困難になった
とき

B

平成２4年中の合計所得の見込み金額
を算出する根拠となるもの（申請時点
までの給与明細書、年金支払通知書
など）

平成２3年中の合計所得金額が
５００万円以下で、２4年中の合計所
得の見込み金額が、その半分以下
となるとき

C

印鑑のみ
均等割額および平等割額の法定軽
減の適用を受けている世帯で、所
得割額が賦課される世帯

Ｄ

在所証明など事実を証明するもの１カ月以上の期間、保険給付の制
限を受けるときE

以下のうちのいずれか１点

▼健康保険資格喪失証明書（被保険者
本人が後期高齢者医療制度の被保険
者となったことが明記されているも
の）

▼旧被扶養者異動連絡票

社会保険などの被保険者が後期高
齢者医療制度へ移行することによ
り、その被扶養者が国民健康保険
に加入する場合で、国民健康保険
の資格取得日に６５歳以上の人

F

印鑑のみ基準総所得金額の世帯合計の２０％
を超える保険料が賦課される世帯Ｇ

保険料の減免について

軽減措置を受けるための世帯の合計所得金額

　※国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された人の所得およ
び人数も含めます。ただし世帯構成が変更になった場合は見直すこと
があります

【
問
合
せ
先
】
国
民
健
康
保
険
課

　
　
　
　
　（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
１
１
７
）

合計所得とは、各種所得の合計で、各種控除前の所得のことです（保険料の
算定に用いる「基準総所得金額」とは異なりますのでご注意ください）

＜注１＞

上記A～Fのうちで複数に該当する場合は、最も減免額の多い事由を適用します＜注２＞
上記Gについては、他の減免と同時に受けられますが、その場合は他の減免
を適用した後の金額に対して減免します

＜注３＞

非自発的失業者への軽減が適用された場合、上記G以外の減免と併用できません＜注４＞
東日本大震災により被災した人の減免は、上記Aの要件と異なります＜注５＞

※
被保険者数

軽減割合

保
険
料
の
計
算
方
法

賦
課
限
度
額
を
改
定

保
険
料
通
知
書
は

６
月
中
旬
に
送
付

保
険
料
率
を
決
定

【
問
合
せ
先
】
国
民
健
康
保
険
課

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
１
１
７
）

医療費および保険料の推移

６月２０日から
保険料ご質問コーナー

平成24年度保険料

国保特集


